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１．総論

１．１　基本方針

本計画に関する基本方針を以下のとおりとする。

主に地震などの広域災害に対する診療所としての機能を維持して、あるいは可及的に速やかに回復
して自院の通院患者のみならず、周辺地域の、あるいは災害拠点病院からの依頼に応じて被災患者
の受け入れ診療を行うこと。

全体像

１．総論、２．平常時の対応、３．緊急時の対応、４．他施設との連携、５．地域との連携

１．２　推進体制

平常時の災害対策の推進体制を記載する。

○ 震災時に職員、患者の安全を確保し、医療を、診療を継続的に行うためには、「事前の準備」が不
可欠である。そのために日頃から備えていること（備えねばならないこと）を分類する。
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１．３　リスクの把握

（１）ハザードマップなどの確認

自治体などが公表するハザードマップなどを確認し、これら災害リスクを把握したうえで施設に応じた
対策を検討する。
●ハザードマップ：　https://disaportal.gsi.go.jp/

（２）被害想定

【自治体公表の被災想定】

震度７のライフラインの復旧は、電気：１週間、水道：３週間、都市ガス：５週間で想定。
想定震度が６強以下の場合、適宜、復旧日数は小さくなる。

【自施設・事業所で想定される影響】

巨大地震直後は、自動車での移動が困難。

１．４　優先業務の選定

（１）優先する事業

○ 「地域医療を担う当医院」の役割を鑑み、当院の診療業務を優先度に基づいて3段階（レベル１－
３）に区分し、一定の水準を維持し診療を継続する。
○ レベル１：日勤帯は院長を本部長とした対策本部を設置し、通常の診療体制は概ね維持。
レベル２：災害が大規模で多数の職員の協力が必要な場合には、院長の判断で通常外来診療を中止
（あるいは被災患者優先のものと）し本格的な災害モードに入る。
レベル３：レベル２と基本的には同じであるが、震度６以上の直下型地震などで患者の数が膨大 で、
事態の収束までに長期間を要する場合や、院内にも被害が及んだ場合に設定される。院内が被災し
た場合には可能なレベルで残された診療所機能を最大限に利用して患者に対応する。

（2）優先する業務

日勤帯は院長を本部長とした対策本部を設置し、通常の診療体制は概ね維持し、関係 者の協力を得
て対応にあたる。
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１．５　研修・訓練の実施、ＢＣＰの検証・見直し

（５－１）研修・訓練の実施

●教育に関しては、マンネリ化しないよう社外情報も活用する。
訓練の内容
（１）参集訓練。夜間、休日を想定して訓練を実施する。
（２）対策本部設置訓練。災害が発生した想定で、対策本部メンバーで訓練する。
（３）初動確認訓練。人員確認、避難、機器操作、安否確認などを実際に実施し、確認する。
（４）総合訓練。地域の方と協力し、一連の流れを確認する。
（５）机上訓練。災害発生から復旧までの流れを机上で確認する。

（５－２）ＢＣＰの検証・見直し

●最新の動向や訓練等で洗い出された課題をBCPに反映させるなど、定期的に見直しを行う。
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２．平常時の対応

●ライフラインについては、厚生労働省　事務連絡「社会福祉施設等における災害時に備えたライフラ
イン等の点検について」（平成30年10月19日）を参考にする。

２．1　電気が止まった場合の対策

●自家発電機を稼働できるよう、予め自家発電機の設置場所・稼働方法を確認しておく。

２．2　ガスが止まった場合の対策

クリニックはガスに依存していない

２．３　水道が止まった場合の対策

（１）飲料水

●飲料水の備蓄

（２）生活用水

「水を使わない代替手段の準備」
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２．４　通信が麻痺した場合の対策

人工衛星を利用した電話の検討

２．５　情報システムが停止した場合の対策

簡易紙カルテを使用する

２．６　衛生面（トイレ等）の対策

●消臭固化剤を汚物に使用する

２．７　必要品の備蓄

●行政支援開始の目安である被災後３日目まで、自力で業務継続するため備蓄を行う。
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３．緊急時の対応

災害対策会議を開催する　必要事項を決定する

３．１　ＢＣＰ発動基準

震度6～７レベル

３．２　行動基準

BCPによる

３．３　対応体制

、災害時に参集できたメンバーで調整を行う。補足1。

３．４　対応拠点

当院
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３．５　安否確認

（１）患者

負傷者がいる場合には応急処置を行う

（２）職員

●職員の安否確認方法を複数検討し準備しておく

３．６　職員の参集基準

●災害時の移動は原則「徒歩」であり、道路の陥没や橋梁の落下などにより、迂回ルートを取る必要
性などから移動速度は「2.5 キロメートル毎時」が目安（平常時は４キロメートル毎時）。

３．７　施設内外での避難場所・避難方法

（１）施設内

建物内の高所へ避難する「垂直避難」の方が安全性が高い場合がある。

（２）施設外

●広域避難場所の場所や径路を確認する
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３．８　重要業務の継続

院長判断による

３．９　職員の管理

職員向けの備蓄を揃える

３．１０　復旧対応

●復旧作業が円滑に進むように施設の破損個所確認シートや各種業者連絡先一覧を整備しておく
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４．他施設との連携

４．１　連携体制の構築

関連病院や武儀医師会、関保健所との連携を構築する

４．２　連携対応

関連病院や武儀医師会、関保健所との連携を図る
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＜更新履歴＞

令和8年6月1日
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補足１：対応フローチャート

自然災害(地震・水害等)ＢＣＰのフローチャート

(6)システムが停止した場合の
　　対策

(10)復旧対応
①破損個所の確認
②業者連絡先一覧の整備
③情報発信

(7)衛生面(トイレ等)の対策
①トイレ対策
②汚物対策

(8)必要品の備品
①在庫量、必要量の確認
(9)賃金手当て

【通所サービス固有事項】

【訪問サービス固有事項】

【居宅介護支援ｻｰﾋﾞｽ固有事項】

１．総論

(1)基本方針

(2)推進体制

(4)優先業務の選定
①優先する事業
②優先する業務

(5)研修・訓練の実施
　BCPの検証・見直し
①研修・訓練の実施
②BCPの検証・見直し

(3)リスクの把握
①ハザードマップなどの確認
②被災想定

２．平常時の対応

(1)建物・設備の安全対策
①人が常駐する場所の耐震措置
②設備の耐震措置
③水害対策

(3)ガスが止まった場合の対策

(4)水道が止まった場合の対策
①飲料水
②生活用水

(5)通信が麻痺した場合の対策

(2)電気が止まった場合の対策
①自家発電機が設置されていない
場合
②自家発電機が設置されている場
合

３．緊急時の対応

(1)被災時の職員派遣

(2)福祉避難所の運営
①福祉避難所の指定
②福祉避難所開設の事前準備

４．他施設との連携

(1)連携体制の構築
①連携先との協議
②連携協定書の締結
③地域のネットワーク等の
　　　　構築・参画

(2)連携対応
①事前準備
②入所者・利用者情報の整理
③共同訓練

５．地域との連携

(1)BCP発動基準

(2)行動基準

(3)対応体制

(4)対応拠点

(5)安否確認
①利用者の安否確認
②職員の安否確認

(6)職員の参集基準

(7)施設内外での
　避難場所・避難方法

(8)重要業務の継続

(9)職員の管理
①休憩・宿泊場所
②勤務シフト


